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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１０月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１２月１２日 ０５時５０分ごろ 

発生場所 香川県土庄
とのしょう

町千振
ち ぶ り

島西方沖 

 讃岐
さ ぬ き

千振島灯台から真方位２７７°２.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３２.２′ 東経１３４°０６.５′） 

事故の概要  貨物船第八住
すみ

福
ふく

丸は、東北東進中、また、漁船清
きよ

丸は、投網しなが

ら東北東進中、両船が衝突した。 

 清丸は、船長が死亡し、右舷船尾部の亀裂等を生じ、また、第八住

福丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年１２月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 貨物船 第八住福丸、４８７トン 

   １２９５７５、有限会社栄昇海運 

   ６５.１５ｍ×１３.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、昭和６２年１１月３０日 

Ｂ 漁船 清丸、４.９トン 

ＫＡ３－２７６４１（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９４ｍ（Lr）×３.０６ｍ×０.９２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、平成３年３月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳 

   四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成５年６月２３日 

免 状 交 付 年 月 日 平成３０年２月２６日 

免状有効期間満了日 令和５年６月２２日 

  甲板員Ａ 男性 ５０歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５２歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 昭和６１年１２月５日 

    免許証交付日 平成２８年３月２８日 

           （令和３年１２月４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部に破口を伴う亀裂、右舷外板に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか３人が乗り組み、砂約１,６００t

を積み、平成３０年１２月１２日０２時３０分ごろ阪神港大阪区に向

けて福山港を出港した。 

Ａ船は、甲板員Ａが香川県高松市井
い

島西方沖で一等航海士と交替し

て単独の船橋当直につき、椅子に腰を掛けた姿勢で、自動操舵によっ

て約１０.０ノットの対地速力で航行した。 

Ａ船は、高松市筏
いかだ

島東北東方沖で、甲板員Ａが、レーダーで左舷

船首方約３.０Ｍに漁船らしき船影を認め、目視で確認したところ、

白色及び緑色の灯火が見えたので、同船がＡ船の船首方を左方から右

方に横切って行くと思い、その後右舷側に見える小豆島の明かりを見

ながら航行した。 

Ａ船は、千振島西方沖を東北東進中、０５時５０分ごろ、甲板員Ａ

が、ふと船首方を見ると、右舷船首付近から船尾方へ流れて行くＢ船

が見え、右舷側ウイングに出て確認したところ、Ａ船から離れて行く

Ｂ船を認めた。 

甲板員Ａは、すぐに機関を中立運転とし、機関音の異常に気付いて

昇橋した船長ＡにＢ船と衝突したかもしれない旨の報告を行った。 

Ａ船は、船長Ａが、衝突していればＢ船が再びＡ船に近寄って来る

かも知れないと思い、約１０分間その場に止まったものの、Ｂ船が近

寄って来る気配がなかったので、衝突していないだろうと考え、阪神

港大阪区に向かった。 

甲板員Ａは、阪神港大阪区に入港後、右舷船首部外板に白色ペンキ

の付着した擦過傷を認め、その後海上保安庁からの連絡でＢ船と衝突

したことを知った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、えび
．．

の底引き網漁の目的で、０

３時３０分ごろ千振島西方沖にある団子
だ ん ご

瀬北方の漁場に向けて土庄町

小江
お え

港を出港した。 

Ｂ船の僚船船長は、漁場に向かうＢ船を認め、船長Ｂに電話をかけ

たところ、船長Ｂから寝坊して出港が遅れた旨の返事を得、その後０

５時００分ごろ千振島北西方沖でマストに緑色全周灯と白色全周灯を

表示した揚網中のＢ船を認めた。 

Ｂ船は、０７時０５分ごろ別の僚船によって千振島西岸へ船首から

乗り揚げている状態で発見され、その後無人であることが確認され

た。 

Ｂ船の漁具は、僚船によって団子瀬東灯浮標の北方の海底から引き
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揚げられた。 

船長Ｂは、１３日１０時００分ごろ別の僚船によって団子瀬東灯浮

標西北西方の海底から引き揚げられ、その後溺死と検案された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船、写真

３ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、甲板員Ａが六級海技士（航海）以上の海技資格を有して

おらず、単独で船橋当直をできないことを知っていたが、船橋当直の

経験が豊富であったので、同人を単独の船橋当直につかせていた。 

Ｂ船は、日頃から団子瀬北方海域で投網し、東北東方に向けて操業

を行っていた。 

Ｂ船は、千振島西岸に乗り揚げた状態で発見された際、主機のクラ

ッチレバーが前進、スロットルレバーが微速の状態となっていた。 

Ｂ船は、漁網用えい
．．

航ワイヤ巻取りローラ（以下「本件巻取りロー

ラ」という。）のクラッチ及びブレーキが開放状態となっており、ま

た、本件巻取りローラに取り付けられていたワイヤを繋
つな

ぐ化学繊維製

ロープが、右舷用及び左舷用共引き千切れた状態となっていた。 

Ｂ船は、右舷外板の右舷船尾部付近から船首方にかけてＡ船の船体

塗色と同じ青色ペンキが、また、漁網用えい
．．

航ワイヤ２本にもそれぞ

れ青色ペンキが付着していた。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していない状態で発見された。 

（写真４ 漁具のえい
．．

航ワイヤの状況（２本分）、写真５ 本件巻取

りローラの状況 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、千振島西方沖を東北東進中、甲板員Ａが、単独の船橋当直

中に右舷側に見える小豆島の明かりを見ていたことから、Ｂ船に気付

かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ａ船は、Ａ船の右舷船首部外板に擦過傷、Ｂ船の右舷船尾部に破口

を伴う亀裂を生じていたことから、Ａ船の右舷船首部がＢ船の右舷船

尾部に衝突したものと考えられる。 

 甲板員Ａは、Ｂ船を初認した際、白灯と緑灯を認めたことから、Ｂ

船がＡ船の船首方を左方から右方に横切って行くものと判断し、その

後右舷方の島明かりを見ていたものと考えられる。 

 甲板員Ａは、トロール従事船の緑色全周灯を右舷灯と誤認した可能

性があると考えられる。 

 船長Ｂは、溺死した。 

 Ｂ船は、千振島西方沖で投網しながら東北東進中、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 
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 Ｂ船は、次のことから、衝突時、投網中であったものと推定され

る。 

 ① 主機のクラッチレバーが前進、スロットルレバーが微速の状態

となっていたこと。 

② 本件巻取りローラのクラッチ及びブレーキが開放状態となって

おり、また、本件巻取りローラに取り付けられていたワイヤを繋

ぐ化学繊維製ロープが、右舷用及び左舷用共引き千切れた状態と

なっていたこと。 

 ③ 漁具が操業海域の海底から引き揚げられたこと。 

 ④ 漁網用えい
．．

航ワイヤに青色ペンキが付着していたこと。 

 船長Ｂが落水して溺死した状況は、目撃者がいないことから、明ら

かにすることができなかった。 

原因 本事故は、夜間、千振島西方沖において、Ａ船が東北東進中、Ｂ船

が投網しながら東北東進中、甲板員Ａが、単独の船橋当直中に右舷側

に見える小豆島の明かりを見ていたため、Ｂ船に気付かず、両船が衝

突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・操船者は、航海中、特定の方向を見続けることなく、常時周囲の

見張りを適切に行うこと。 

・船長は、六級海技士（航海）以上の海技資格を有していない者を

単独で船橋当直につかせないこと。 

・乗組員は、甲板上で作業する場合、救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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（平成３０年１２月１２日 ０５時５０分ごろ発生） 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白色ペンキの付着した擦過傷があった場所 



- 7 - 

写真３ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 漁具のえい
．．

航ワイヤの状況（２本分） 
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写真５ 本件巻取りローラの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁網用えい
．．

航ワイヤを接続する化学繊維製ロープ 


